
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ：大張まちづくりセンター  
丸森町大張大蔵字川前 39 番地 1   ☎75－212４ 

大張まちづくりセンターご利用案内  
◉施設の内容 
 大張まちづくりセンターは、町と住民自治組織が指定管理の協定を結び、町民の
皆様が気軽に利用できるよう管理運営している施設です。 
 住民自治組織では、地区別計画事業、生涯学習事業など幅広く地域の皆様ととも
に活動しています。（※町が許可する団体の利用料金はかかりません。） 

◆休館日 
 ・原則休館日はありません。ただし、土・日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日

から 1 月 3 日)は職員はおりません。 

～開館時間～ 
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分まで 

～利用時間～ 
午前 9時 00 分～午後 10 時 00 分まで 

大張まちづくりセンター 
《利 用 料 金 表》 

区 分 
利 用 料 金 

午前 9 時～午後 10 時 

（1 時間につき） 

冷 暖 房 料 

（1 時間につき） 

大 集 会 室 860 円 150 円 

研 修 室 330 円 100 円 

和室・図書室 330 円 100 円 

調 理 室 520 円 100 円 

 ※ご利用前に「利用許可申請書」の提出をお願致します。 
※利用後は、片付け、清掃を行い、お帰りになる前にもう一度ストーブやエアコン

の消し忘れ、ガスコンロの消火の確認をお願い致します。 
※お帰りの際は、利用簿の記入を忘れずにお願い致します。 
※夜間、休日に利用される方には事前に玄関の鍵の貸し出しを行っております。 

利用者間での鍵の貸借は厳禁です。施設使用後は、速やかにまちづくりセンター 
へご返却下さい。（ポスト返却不可） 

大耕農村広場 (只今利用不可となっております。) 
体育を主なる目的として利用する場合 その他の目的で利用する場合 備考 

680 円 2,730 円 1 時間につき 
※町が許可する団体の利用料金はかかりません。 

※尚、旧西中学校体育館も、団体に限りますがご利用できます。こちらも利用の際
は事前に申請書をお願い致します。(利用料金はかかりません。) 


